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出生・死亡届等の戸籍法上の届出を

外国人台帳へ反映することについて 



出
生
・
死
亡
届
等
の

戸
籍
法
上
の
届
出
を
外
国
人
台
帳
へ
反
映
す
る
こ
と
に
つ
い
て
①

Ⅰ
～
Ⅲ
に
お
け
る
手

続
の

イ
メ
ー
ジ

（
例
：
出
生
の
場
合
）

Ａ 市 （ 受 理 地 ）

①
出

生
届

戸
籍

法
第

４
９
条

②
通
知

住
基

法
第

９
条

②

○
戸
籍
法
の
趣
旨

人
の

親
族

的
身

分
関

係
を
登

録
・
公

証
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
制

度
で
あ
る
。

○
対
象
者

属
地

的
効

力
に
よ
り
、
外

国
人

に
つ
い
て
も
、
日

本
国

内
に
居

住
す
る
限

り
戸

籍
法

上
の

届
出

は
適

用
さ
れ

る
。

○
罰
則
な
ど
制
度
的
担
保

日
本

国
内

で
発

生
し
た
出

生
、
死

亡
等

の
報

告
的

届
出

を
そ
れ

ぞ
れ

の
手

続
の

定
め
る
期

間
内

に
し
な
か

っ
た
と
き
は

、
５
万

円
以
下
の
過
料
が
処
せ
ら
れ
る
。

１
．
戸
籍
法
の
趣
旨
等

○
連
携
の
趣
旨

・
住

民
の
届
出
義
務
の
軽
減

・
住

民
票

の
記

載
内

容
の

正
確

性
の

確
保

○
住
民
基
本
台
帳
に
反
映
さ
れ

る
手

続
Ⅰ

記
載

（
例

）
出

生
し
た
者

に
つ
い
て
出
生

届
→
住

所
地

に
お
い
て
、
そ
の

者
に
係

る
住
民

票
を
新

た
に
記

載

Ⅱ
消
除

（
例

）
死

亡
し
た
者

に
つ
い
て
死

亡
届

→
住
所
地
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
を
消
除

Ⅲ
続
柄
の
変
更

（
例

）
婚

姻
し
た
者

に
つ
い
て
婚

姻
届

→
住
所
地
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
の
記
載
事
項

の
う
ち
、
続

柄
を
修

正
（
同

居
人

→
妻

な
ど
）

（
婚
姻
に
伴
い
新
た
な
市
町
村
へ
転
入
す
る
場
合
は
、
別

途
転

出
届

・
転

入
の

届
出

を
す
る
必

要
あ
り
）

２
．
戸
籍
法
上
の
届
出
の
内
容
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
へ
の
反
映

③
職
権
で
住
民
票
を

新
た
に
記
載

Ｂ 市 （ 本 籍 地 ）

③
戸
籍
に
出
生

事
実

を
記

載

②
届
書
送
付

戸
籍

規
則

第
２
６
条

Ｃ 市 （ 住 所 地 ）
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届
出

内
容

戸
籍

法
上

の
義

務
付

け

出
生
届

父
、
母

、
同
居

者
、
医

師
等

が
、
14

日
以
内

に
出

生
地

又
は
所

在
地

の
市

町
村

へ

届
け
出

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

有
（外

国
人
含

）

１
外

国
人

住
民
票

の
記
載

に
係
る

届
出

３
．
戸
籍
法
上
の
届
出
の
内
容
に
係
る
外
国
人
台
帳
へ
の
反
映

届
出

内
容

戸
籍

法
上
の
義
務
付

け

死
亡

届
同
居

の
親

族
、
同
居

者
、
家

主
、
親
族

等
が

、
死

亡
の

事
実

を
知
っ
た
日
か

ら
7
日

以
内

に
死

亡
地

又
は
所

在
地

の
市

町
村

へ
届

け
出

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

有
（
外

国
人

含
）

失
踪

宣
告

届
失
踪

宣
告

を
申
し
立

て
た
者

が
、
１
０
日

以
内

に
所

在
地
の

市
町

村
へ

届
け
出

な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。

有
（
外

国
人

含
）

帰
化

届
帰
化

し
た
者

が
、
告
示

の
日

か
ら
１
月
以

内
に
所

在
地

へ
届

け
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

有
（
外

国
人

含
）

２
外

国
人

住
民
票

の
消
除

に
係
る

届
出

届
出

内
容

戸
籍

法
上
の
義
務
付

け

婚
姻

届
婚
姻

を
し
よ
う
と
す

る
者

（
夫

又
は
妻

）
が
、
所
在

地
へ

届
け
出
る
。

無
（
外

国
人

含
）

養
子

縁
組

届
養
親

及
び

養
子

又
は

代
諾

権
者

が
、
所
在

地
へ

届
け
出

る
。

無
（
外

国
人

含
）

転
籍

届
転
籍

す
る
者

が
、
新
本

籍
を
転

籍
地

へ
届

け
出

る
。

無

３
外

国
人

住
民
票

の
記
載

の
修
正

に
係
る

届
出

戸
籍
法
上
の
届
出
内
容
を
外

国
人
台
帳
に
反
映
す
る
こ
と

で
、
台
帳
制
度
上
の
届
出
が

不
要
と
な
り
、
届
出
者
の
負
担

が
軽
減

戸
籍
法
上
の
届
出
内
容
を

外
国

人
台

帳
に
反

映
す
る
こ

と
で
、
台
帳
制
度
上
の
届
出

が
不
要
と
な
り
、
届
出
者
の

負
担
が
軽
減

戸
籍
法
上
の
届
出
内
容
を
外

国
人
台
帳
に
反
映
す
る
こ
と

で
、
台
帳
制
度
上
の
届
出
が

不
要
と
な
り
、
届
出
者
の
負
担

が
軽
減

（
日

本
人

の
み
）

日
本
人
の
み
対
象
と
な
る
手

続
で
あ
り
、
外
国
人
台
帳
の
記

載
事
項
に
影
響
の
な
い
届
出

に
つ
い
て
は
、
連
携
し
な
い

（
１
情
報
の
流
れ
）

Ａ 市 （ 受 理 地 ）

出
生

Ｂ 市

（ 本 籍 地 ）

出
生
届

戸
籍

法
第

４
９
条

通
知

住
基

法
第

９
条

②

【
住

民
基

本
台

帳
】

届
書

送
付

戸
籍

規
則

第
２
６
条

（
２
情

報
の

流
れ

）
・
・
・
１
と
同

様

（
３
情

報
の

流
れ

）
・
・
・
１
と
同

様

Ｃ 市

（ 住 所 地 ）

出
生
・
死
亡
届
等
の

戸
籍
法
上
の
届
出
を
外
国
人
台
帳
へ
反
映
す
る
こ
と
に
つ
い
て
②

Ａ 市 （ 受 理 地 ）

出
生

出
生

届
戸

籍
法

第
４
９
条

通
知

外
国
人
台
帳
法

Ｃ 市

（ 住 所 地 ）

【
外

国
人

台
帳

】
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